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★
泳
げ
な
い
子
を
無
く
そ
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

　

ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
で
は
、
水
難
事
故
の
減
少
・
撲
滅
を
願
い
、
水
に
親
し
ん
で
も
ら
う

こ
と
を
目
的
に
中
学
生
以
下
の
お
子
様
は
無
料
開
放
い
た
し
ま
す
！

日　

時　

７
月
３
日
（
日
）　

午
前
10
時
〜
午
後
６
時

 
★
着
衣
泳
教
室
開
催 

　

海
や
川
で
遊
ぶ
機
会
が
多
く
な
る
こ
の
時
期
に
、
水
難
事
故
を
防
ぐ
た
め
、
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ミ

ン
グ
教
室
時
間
中
に
お
い
て
着
衣
泳
を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
し
っ
か
り
練
習
し
ま
し
ょ
う
。

日　

時　

７
月
11
日
（
月
）
〜
７
月
16
日
（
土
）

 

★
夏
だ
！
プ
ー
ル
だ
！
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
だ
！ 

　

町
内
の
中
学
生
以
下
の
お
子
様
は
土
・
日
・
祝
日
は
半
額
（
１
０
０
円
）
、
夏
休
み
期
間
（
７
／
21

〜
８
／
31
）
は
無
料
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

プ
ー
ル
に
は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ラ
イ
ダ
ー
、
屋
外
に
は
ム
ー
ン
カ
ー
ト
や
い
か
だ
池
も
あ
り
ま

す
の
で
、
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 

★
日
本
Ｓ
Ｃ
協
会
北
陸
支
部　

Ａ
級
以
上
短
水
路
福
井
大
会 

　

開
催　

５
月
22
日
（
日
）
コ
パ
ン
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
ベ
ル 

室
内
25
ｍ
プ
ー
ル

　

ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
の
ジ
ュ
ニ
ア
選
手
コ
ー
ス
メ
ン
バ
ー
が
上
位
入
賞
を
果
た
し
ま
し
た
。

皆
さ
ん
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

【
男 

子
】

　

10
歳
以
下 

50
ｍ
自
由
形 

谷
口　

柊
弥
（
下
牧
谷
） 

30
秒
86 

第
二
位

 

１
０
０
ｍ
自
由
形 

谷
口　

柊
弥
（
下
牧
谷
） 

１
分
06
秒
32 

第
一
位

 

50
ｍ
バ
タ
フ
ラ
イ 

谷
口　

柊
弥
（
下
牧
谷
） 

31
秒
43 

第
二
位

　

11
歳
・
12
歳 

50
ｍ
バ
タ
フ
ラ
イ 

景
山　

靖
教
（
西
大
道
） 
29
秒
49 

第
二
位

 

１
０
０
ｍ
バ
タ
フ
ラ
イ 

景
山　

靖
教
（
西
大
道
） 
１
分
04
秒
20 

第
二
位

【
女 

子
】

　

15
歳
・
16
歳 

50
ｍ
自
由
形 

田
中　

希
蘭
（
藤　

倉
） 

27
秒
89 

第
三
位

 

★
祝
日
営
業
の
お
知
ら
せ 

　

７
月
18
日
（
月
）
は
海
の
日
（
祝
日
）
の
為
、
営
業
時
間
は
午
前
10
時
〜
午
後
６
時
と
な
り
ま
す
。

お
間
違
え
の
な
い
よ
う
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

皆
様
の
お
越
し
を
心
よ
り
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
万
一
、

障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発

生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、

保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」や「
若
年
者（
30
歳

未
満
）納
付
猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
の
で
、

役
場
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
28
年
度
の
免
除
等
の
受
付
は
７
月

１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
平
成
28
年
７
月
分

か
ら
平
成
29
年
６
月
分
ま
で
の
期
間
を
対

象
と
し
て
審
査
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
申

請
が
で
き
る
過
去
期
間
に
つ
い
て
は
、
申

請
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
2
年
1
カ
月
前

ま
で
に
な
り
ま
す
。

　
失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
経
済
的
に
困
難
に
な
っ
た
も
の
の
、

申
請
を
忘
れ
て
い
た
た
め
に
未
納
期
間
を

有
し
て
い
る
方
等
は
、
一
度
、
年
金
事
務

所
ま
た
は
町
民
税
務
課
へ
ご
相
談
下
さ
い
。

■問合せ  武生年金事務所 ℡23－1124
　　　　  町民税務課 ☎47－8015年 金 の お 知 ら せ

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の

申
請
に
つ
い
て


